
◎
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
四
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
三
月
一
七
日
・
衆
議
院
財
務
金
融
委

員
会

）

○
与
謝
野
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
関
税
定
率
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容

を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

政
府
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
等
の

見
地
か
ら
、
関
税
率
に
つ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
税
関
に
お

け
る
水
際
取
り
締
ま
り
の
充
実
強
化
等
を
図
る
こ
と
と
し
、
本
法
律
案
を

提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
、御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
は
、
税
関
に
お
け
る
水
際
取
り
締
ま
り
の
充
実
強
化
で
あ
り
ま

す
。偽

造
印
紙
・
郵
便
切
手
等
を
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
追
加
す
る

ほ
か
、
保
税
蔵
置
場
等
の
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
要
件
に
、
申
請

者
が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
等
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
は
、
国
際
競
争
力
強
化
の
た
め
の
通
関
手
続
の
特
例
措
置
の
拡
充

で
あ
り
ま
す
。

貨
物
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
管
理
と
法
令
遵
守
の
体
制
を
整
え
て
い
る
製

造
者
が
製
造
し
た
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
特
例
措
置
を

導
入
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
は
、
暫
定
関
税
率
等
の
適
用
期
限
の
延
長
で
あ
り
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に
適
用
期
限
が
到
来
す
る
暫
定
関
税
率

等
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
の
延
長
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
個
別
品
目
の
関
税
率
の
改
正
の
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備

を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
一
九
日
）

○
田
中
和
徳
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
関
税
定
率
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
財
務
金
融
委
員
会
に
お
け
る
審
査

の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
等
の

見
地
か
ら
、
偽
造
印
紙
・
郵
便
切
手
等
を
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に

追
加
す
る
と
と
も
に
、
貨
物
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
管
理
と
法
令
遵
守
の
体

制
を
整
え
て
い
る
製
造
者
が
製
造
し
た
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
に

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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対
す
る
特
例
措
置
を
導
入
す
る
ほ
か
、
暫
定
関
税
率
の
適
用
期
限
の
延
長

等
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
十
三
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
十
七
日
与
謝
野

財
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
昨
日
質
疑
を
行
い
、
質
疑

を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た
し
ま
し
た

と
こ
ろ
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の

と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま

す
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
三
月
一
八
日
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

関
税
率
の
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
の
貿
易
を
め
ぐ
る
諸
情
勢

を
踏
ま
え
、
国
内
産
業
、
特
に
農
林
水
産
業
及
び
中
小
企
業
に
及
ぼ
す

影
響
を
十
分
に
配
慮
し
つ
つ
、
国
民
経
済
的
観
点
に
立
っ
て
国
民
生
活

の
安
定
に
寄
与
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

な
お
、
関
税
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
適
正
・
公
平
な
課
税
の
確
保

に
、
よ
り
一
層
努
め
る
こ
と
。

一

高
度
情
報
化
社
会
の
急
速
な
進
展
に
よ
り
、
経
済
取
引
の
国
際
化
及

び
電
子
商
取
引
等
の
拡
大
が
進
む
状
況
下
で
、
税
関
に
お
け
る
事
務
の

一
層
の
情
報
化
・
機
械
化
を
図
る
と
と
も
に
、
従
来
に
も
増
し
た
執
行

体
制
の
整
備
に
特
段
の
努
力
を
行
う
こ
と
。

一

税
関
業
務
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
最
近
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

著
し
い
進
展
に
よ
る
貿
易
量
、
出
入
国
者
数
の
伸
長
等
に
伴
う
業
務
量

の
増
大
、
ま
た
、
銃
砲
、
覚
せ
い
剤
等
不
正
薬
物
、
知
的
財
産
侵
害
物

品
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
該
当
物
品
、
テ
ロ
関
連
物
資
等
に
係
る
水
際
取

締
り
の
国
際
的
・
社
会
的
重
要
性
の
高
ま
り
並
び
に
経
済
連
携
協
定
の

進
展
に
よ
る
貿
易
形
態
の
一
層
の
複
雑
化
等
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
か
ん
が
み
、
職
務
に
従
事
す
る
税
関
職
員
に
つ
い

て
は
、
高
度
の
専
門
知
識
を
要
す
る
税
関
業
務
の
特
殊
性
、
今
後
の
国

際
物
流
の
在
り
方
等
を
考
慮
し
、
国
家
公
務
員
の
定
員
削
減
計
画
の
下

に
お
い
て
も
、
増
員
を
含
む
定
員
の
確
保
は
も
と
よ
り
、
そ
の
処
遇
改

善
並
び
に
機
構
・
職
場
環
境
の
整
備
・
充
実
、
更
に
は
、
よ
り
高
度
な

専
門
性
を
有
す
る
人
材
の
育
成
等
に
特
段
の
努
力
を
行
う
こ
と
。

特
に
、
国
民
の
安
心
・
安
全
の
確
保
を
目
的
と
す
る
テ
ロ
・
治
安
維

持
対
策
の
遂
行
及
び
首
都
圏
空
港
に
お
け
る
国
際
航
空
機
能
の
拡
充
等

に
当
た
っ
て
は
、
増
員
を
含
む
定
員
の
確
保
及
び
業
務
処
理
体
制
の
実

現
に
努
め
る
こ
と
。

一

砂
糖
、
で
ん
粉
及
び
乳
製
品
等
の
輸
入
農
畜
産
物
に
係
る
価
格
安
定

を
図
り
、
関
連
産
業
の
健
全
な
発
展
を
促
進
す
る
等
の
観
点
か
ら
設
け

ら
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
調
整
金
等
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
よ
り
効
果
的

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
二



な
運
用
の
在
り
方
や
国
境
措
置
の
在
り
方
を
幅
広
い
観
点
か
ら
検
討
す

る
こ
と
。

三
、
参
議
院
財
政
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
）

○
円
よ
り
子
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。ま

ず
、
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け

る
内
外
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
等
の
見
地
か
ら
、
関
税
率
等
に

つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
税
関
に
お
け
る
水
際
取
締
り
の

充
実
強
化
及
び
通
関
手
続
の
特
例
措
置
の
拡
充
を
図
る
た
め
の
所
要
の
改

正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
通
関
手
続
の
特
例
措
置
の
意
義
、
多
年
続

け
ら
れ
て
い
る
暫
定
税
率
を
見
直
し
て
い
く
必
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
が

行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
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以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

関
税
率
の
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
の
貿
易
を
め
ぐ
る
諸
情
勢

を
踏
ま
え
、
国
民
経
済
的
な
視
点
か
ら
国
内
産
業
、
特
に
農
林
水
産
業

及
び
中
小
企
業
に
及
ぼ
す
影
響
を
十
分
に
配
慮
し
つ
つ
、
調
和
あ
る
対

外
経
済
関
係
の
強
化
及
び
国
民
生
活
の
安
定
・
向
上
に
寄
与
す
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。

な
お
、
関
税
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
よ
り
一
層
適
正
・
公
平
な
課

税
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

一

急
速
な
高
度
情
報
化
の
進
展
に
よ
り
、
経
済
取
引
の
国
際
化
及
び
電

子
商
取
引
等
の
拡
大
が
進
む
状
況
に
か
ん
が
み
、
税
関
の
執
行
体
制
の

整
備
及
び
事
務
の
一
層
の
情
報
化
・
機
械
化
の
促
進
に
特
段
の
努
力
を

払
う
こ
と
。

一

最
近
の
税
関
業
務
を
取
り
巻
く
環
境
に
お
い
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
進
展
等
に
伴
い
業
務
が
増
大
し
、
複
雑
化
す
る
中
で
、
そ
の
適
正
か

つ
迅
速
な
処
理
の
重
要
性
に
加
え
、麻
薬
・
覚
せ
い
剤
を
始
め
、銃
砲
、

知
的
財
産
侵
害
物
品
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
該
当
物
品
、
テ
ロ
関
連
物
資

等
に
係
る
水
際
取
締
強
化
に
対
す
る
国
内
外
か
ら
の
要
請
の
高
ま
り
と

と
も
に
、
経
済
連
携
協
定
の
進
展
に
よ
る
貿
易
形
態
の
一
層
の
多
様
化

に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に

か
ん
が
み
、
職
務
に
従
事
す
る
税
関
職
員
に
つ
い
て
は
、
税
関
業
務
の

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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特
殊
性
、
今
後
の
国
際
物
流
の
在
り
方
等
を
考
慮
し
、
国
家
公
務
員
の

定
員
削
減
計
画
の
下
に
お
い
て
も
、
増
員
を
含
む
定
員
確
保
は
も
と
よ

り
、
そ
の
処
遇
改
善
及
び
機
構
、
職
場
環
境
の
整
備
・
充
実
、
更
に
は
、

よ
り
高
度
な
専
門
性
を
有
す
る
人
材
の
育
成
等
に
特
段
の
努
力
を
払
う

こ
と
。

特
に
、
国
民
の
安
心
・
安
全
の
確
保
を
目
的
と
す
る
テ
ロ
・
治
安
維

持
対
策
の
遂
行
及
び
首
都
圏
空
港
に
お
け
る
国
際
航
空
機
能
の
拡
充
等

に
当
た
っ
て
は
、
増
員
を
含
む
定
員
の
確
保
及
び
業
務
処
理
体
制
の
実

現
に
努
め
る
こ
と
。

一

砂
糖
、
で
ん
粉
及
び
乳
製
品
等
の
輸
入
農
畜
産
物
に
係
る
価
格
安
定

を
図
り
、
関
連
産
業
の
健
全
な
発
展
を
促
進
す
る
等
の
観
点
か
ら
設
け

ら
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
調
整
金
等
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
よ
り
効
果
的

な
運
用
の
在
り
方
や
国
境
措
置
の
在
り
方
を
幅
広
い
観
点
か
ら
検
討
す

る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
四


